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１ 家庭的保育事業等指導監査結果等の公表について 

指導監査の実施にあたっては、「藤沢市家庭的保育事業等指導監査結果等の公表に係る

実施要領」を制定し、本報告書に事業所別の文書指摘事項の有無と、文書指摘事項がある

場合にはその内容を掲載し公表し、家庭的保育事業等の利用者の選択に資するとともに、

事業者による積極的な保育の質の維持及び向上を促進しています。 

 

 

２ 家庭的保育事業等指導監査の概要 

（１）基本方針 

家庭的保育事業及び小規模保育事業（以下「家庭的保育事業等」という。）を利用する

児童及び保護者の安心、安全と事業の適切かつ継続的な運営を担保するため、児童福祉法、

藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（以下「基準条例」と

いう。）等の関係法令、通知及び藤沢市家庭的保育事業等指導監査実施要綱（以下「実施

要綱」という。）等（以下「法令等」という。）に基づき、令和２年度藤沢市家庭的保育事

業等指導監査実施計画（以下「実施計画」という。）に定める重点事項を中心に、施設の

安全・衛生管理、保育の計画及び職員の適正配置等について検査を実施し、改善を要する

項目について指摘や助言等の指導を行いました。 

なお、令和２年度の指導監査の実施方法については、新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から、実地による聴き取り等は行わず、対象の事業者から提出される書類及び帳

簿等の検査（以下「書面指導監査」という）を実施しました。 

 

 

（２）重点事項 

ア 職員配置基準 

職員の配置状況が基準を満たしているか。 

 

イ 帳簿の整備 

労働基準法に基づき、労働者名簿、出勤簿、及び賃金台帳等の職員に関する帳簿を

整備しているか。また、予算書及び決算書等の財産・収支に関する帳簿を事業所ごと

に整備しているか。 

 

ウ 保護者、地域社会、関係機関との連携 

保育所保育指針に基づき、利用乳幼児や地域の保護者への子育て支援を実施してい

るか。地域社会との交流を通じて保育内容への理解促進を図っているか。また、保護

者や地域の関係機関に対して、災害時等に援助を受けられる関係性の構築に努めてい

るか。 
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エ 虐待の早期発見 

虐待の早期発見に努め、発見時に早急かつ適切に対応できる体制を整備しているか。 

 

（３）実施状況 

児童福祉法及び基準条例に基づく令和２年度家庭的保育事業等指導監査の実施状況 

は、表１のとおりです。市が認可した全ての家庭的保育事業（２事業者、２事業所）及 

び小規模保育事業（11事業者、16事業所）における法令等に基づく保育及び事業運営 

の状況について、実地にて一般指導監査を実施しました。なお、通報、苦情、相談等に 

基づく情報により、具体的な事業運営の不正又は著しい不当を把握することができる、 

又は違反が疑われる場合等に行うことができる「特別指導監査」を実施した例はありま 

せんでした。 

 

表１ 令和２年度家庭的保育事業等指導監査の実施状況（事業開始順） 

施設名称 事業区分 事業者 

湘南台よつば保育園 小規模 (株)ストーブカンパニー 

どれみちゃいるど保育室 小規模 (株)オフィス エム 

さくら保育室 家庭的 個人 

ちゅうりっぷ保育室 家庭的 個人 

藤沢よつば保育園 第一 小規模 (株)ストーブカンパニー 

藤沢よつば保育園 第二 小規模 (株)ストーブカンパニー 

どれみチャイルドくらぶ そら 小規模 (株)オフィス エム 

きっずワンメイト保育園 小規模 (株)コーストプラン 

きっずワンフレンズ保育園 小規模 (株)コーストプラン 

湘南クレヨン保育園 小規模 (株)ＫＡＫＡ 

マシュマロ保育園 小規模 (有)ＨＡＲＭＯＮＩＥ 

どれみチャイルドくらぶ にじ 小規模 (株)オフィス エム 

ブライトキッズ大鋸保育園 小規模 (有)舞来人 

さくらうみ保育園 鵠沼橘園 小規模 さくらうみ(株) 

キッズ大陸ｍｉｎｉ辻堂園 小規模 (学)三幸学園 

ニチイキッズ本鵠沼保育園 小規模 (株)ニチイ学館 

大庭あにまる保育園 小規模 (株)了解 

保育ルーム フロール 小規模 (一社)望英 

 

 

３ 指導監査の結果 

（１）主な指摘事項等について 

 令和２年度の指導監査において、法令等に対する違反（軽微なものを除く。）があ

り、文書指摘を行った項目及び法令等に対する違反であって軽微なものがあり、口頭
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指摘を行った項目は、表２のとおりです。 

文書指摘事項については、事業者から改善状況の報告を求めており、全ての指摘に

ついて既に一定の改善を確認しています。また、口頭指摘事項については、速やかな

改善を求めるとともに、本市基幹保育所の地域支援保育士、家庭的保育支援者、及び

監査担当により改善に向けた継続的な指導を行っています。 

 

 

表２ 令和２年度の主な指摘事項と指摘件数 

項  目 文書指摘 口頭指摘 

職員の適正配置 職員配置（勤務） ２件（４件） ― 

職員処遇 職員研修 ― １件（２件） 

防火管理 避難訓練・消火訓練 ― ５件（０件） 

帳簿の整備 利用乳幼児に関する帳簿 ― ３件（０件） 

保育の計画及び

自己評価 

指導計画 
１件（０件） ― 

合 計 ３件 ９件 

※（ ）は昨年度件数 

 

（２）主な指摘事項等の詳細と指導内容について 

令和２年度の指導監査における主な指摘事項等の詳細と該当事業者への指導内容

については、次のとおりです。 

 

ア 職員配置（勤務） 

基準条例第 29 条第２項に定める職員配置の基準について、無作為に抽出した日

の一定の時間に勤務する保育士等の数が、利用乳幼児の数に応じた必要数を満たし

ていない事業所がありました。 

保育時間中は、保育士の休憩時間を適切に確保した上で、全ての時間帯で配置基

準を満たすよう指導しました。 

 

   イ 職員研修 

基準条例第９条第２項に定める職員の研修機会の確保について、研修の実施及び

職員間の共有が不十分な事業所がありました。 

職員研修については、事業所における保育の課題や各職員のキャリアパス等も見

据えて、初任者から管理職員までの職位や職務内容等を踏まえた体系的な研修計画

を作成し、計画に基づいて研修の実施及び研修結果の職員間における共有を行うよ

う指導しました。 
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ウ 避難訓練・消火訓練 

基準条例第７条に定める消火訓練の実施が不十分な事業所がありました。避難訓

練及び消火訓練については、それぞれ月１回以上実施し、特に消火訓練については、

必ず模擬消火訓練を行うとともに、訓練の実施状況について記録を行うよう指導し

ました。 

   

   エ 利用児童に関する帳簿 

基準条例第１９条に定める乳幼児に関する帳簿について、不備のある事業所があ

りました。 

保育日誌には、天候、温度、湿度、出席状況、欠席理由、健康状態、保護者への

連絡事項、保育実践、特記事項（個人記録）、反省及び評価について記録し、記録者

の記名又は押印等を行うよう指導しました。 

 

オ 指導計画 

  保育所保育指針第１章３（１）に定める指導計画の作成について、全体的な計画 

に基づく指導計画に不備のある事業所がありました。 

年間指導計画は全体的な計画に基づき、具体的な保育が展開されるよう作成する 

よう指導しました。 

     

（３）全体の評価と課題 

令和２年度年の指導監査における指摘件数については、文書指摘が３件、口頭指摘

が９件で、合計 12件となりました。昨年度の指摘件数（文書指摘 15件、口頭指摘 42

件、合計 57件）と比較すると、合計で約８割の減少という結果でした。 

この指摘件数の推移については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実

地による聞き取りを行わず、書面指導監査により実施したことから検査項目が限定的

になったことが影響していると捉えています。 

他方で、家庭的保育事業等指導監査の実施体制の大幅な見直しを行った平成 29 年

度から計３回の指導監査、及び前述の巡回指導の実施により、事業者の指導監査基準

に対する理解が促進されたことも影響していると考えられます。 

 

文書指摘事項について、保育士等の配置基準に関する指摘が２件あり、昨年度から

２件減少しているものの、過去３度の指導監査において職員配置基準に係る指摘が続

く背景には、職員の適正配置に関する事業者の意識向上だけでなく、深刻化する保育

士不足の状況下で、適正な人数の保育士等を確保することが家庭的保育事業等全体の

課題となっている状況がうかがえました。 

口頭指摘事項については、避難訓練・消火訓練及び利用乳幼児に関する帳簿に対す

る指摘が昨年度と比較すると増加しておりますが、これについては、「令和２年度藤

沢市家庭的保育事業等指導監査実施計画」における「子どもの生命及び安全に関わる
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事項」として重点的に確認を強化したことによるものと捉えています。 

以上のように、全体的な指摘件数は減少しているものの、課題が明らかとなった項

目もあることから、指摘のあった項目を中心に、基幹保育所地域支援保育士及び家庭

的保育支援者と連携して指導を徹底することで、利用する児童及び保護者の安心、安

全と事業の適切かつ継続的な運営を担保してまいります。 

事業者の皆様には引き続き御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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４ 事業所別指導監査結果（事業開始順） 

※施設の代表者及び管理者は書面指導監査実施時点 

 

湘南台よつば保育園 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  湘南台よつば保育園 

所 在 地 藤沢市湘南台 1-9-2 NKビルⅡ 102 

管 理 者 山下 江美子 

事 業 者 株式会社ストーブカンパニー 

代 表 者 代表取締役 齋藤 勤 

事業開始 日 2015年（平成 27年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 

 

 

 

 

 

どれみちゃいるど保育室 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  どれみちゃいるど保育室 

所 在 地 藤沢市湘南台 4-5-1 プレジャ湘南台 2F 

管 理 者 関口 知子 

事 業 者 株式会社オフィス エム 

代 表 者 代表取締役 田代 美加 

事業開始 日 2015年（平成 27年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 
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さくら保育室 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  家庭的保育事業 

施 設 名 称  さくら保育室 

所 在 地 藤沢市長後 

事業開始 日 2015年（平成 27年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 

 

 

 

 

 

ちゅうりっぷ保育室 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  家庭的保育事業 

施 設 名 称  ちゅうりっぷ保育室 

所 在 地 湘南台 3丁目 

事業開始 日 2015年（平成 27年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

全体的な計画に基づく指導計画に不備がありまし

た。 

年間指導計画は、全体的な計画に基づき作成してく

ださい。 

基準条例 

第２５条 

保育所保育指針

第１章３（２） 

改善確認済み 

（根拠規定略称） 

藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例･･･「基準条例」 
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藤沢よつば保育園第一 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  藤沢よつば保育園第一 

所 在 地 藤沢市鵠沼橘 1-1-7 門倉ビルⅢ 2階 

管 理 者 齋藤 紀子 

事 業 者 株式会社ストーブカンパニー 

代 表 者 代表取締役 齋藤 勤 

事業開始 日 2016年（平成 28年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 

 

 

 

 

 

藤沢よつば保育園第二 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  藤沢よつば保育園第二 

所 在 地 藤沢市鵠沼橘 1-1-7 門倉ビルⅢ 2階 

管 理 者 齋藤 勤 

事 業 者 株式会社ストーブカンパニー 

代 表 者 代表取締役 齋藤 勤 

事業開始 日 2016年（平成 28年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 
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どれみチャイルドくらぶ そら 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  どれみチャイルドくらぶ そら 

所 在 地 藤沢市湘南台 2-18-9 TOMOS湘南台 202、203 

管 理 者 勝谷 淑子 

事 業 者 株式会社オフィス エム 

代 表 者 代表取締役 田代 美加 

事業開始 日 2016年（平成 28年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 

 

 

 

 

 

きっずワンメイト保育園 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  きっずワンメイト保育園 

所 在 地 藤沢市辻堂神台 2-2-44 エルム湘南 3F 

管 理 者 笹井 唯史 

事 業 者 株式会社コーストプラン 

代 表 者 代表取締役 佐々木 哲 

事業開始 日 2016年（平成 28年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 
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きっずワンフレンズ保育園 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  きっずワンフレンズ保育園 

所 在 地 藤沢市辻堂神台 2-2-44 エルム湘南 3F 

管 理 者 船橋 純子 

事 業 者 株式会社コーストプラン 

代 表 者 代表取締役 佐々木 哲 

事業開始 日 2016年（平成 28年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 

 

 

 

 

 

湘南クレヨン保育園 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  湘南クレヨン保育園 

所 在 地 藤沢市朝日町 11-3 ロイヤルハイツサトウ １階 

管 理 者 坂田 和子 

事 業 者 株式会社ＫＡＫＡ 

代 表 者 代表取締役 坂田 和子 

事業開始 日 2016年（平成 28年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 
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マシュマロ保育園 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  マシュマロ保育園 

所 在 地 藤沢市鵠沼松が岡 3-23-10 

管 理 者 細川 麻子 

事 業 者 有限会社ＨＡＲＭＯＮＩＥ 

代 表 者 代表取締役 佐々木 真也 

事業開始 日 2016年（平成 28年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

７月１１日（土）の職員配置において、職員の休憩

時間中に一部、保育士の複数配置を満たしていない

時間帯がありました。 

保育時間中は、すべての時間帯で配置基準を満たす

ようにしてください。 

基準条例 

第２９条第２項 

小規模認可基準

第１３条第２項 

改善確認済み 

（根拠規定略称） 

藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例･･･「基準条例」 

藤沢市小規模保育事業の認可に係る審査基準･･･「小規模認可基準」 

 

 

どれみチャイルドくらぶ にじ 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分 小規模保育事業 A型 

施 設 名 称 どれみチャイルドくらぶ にじ 

所 在 地 藤沢市湘南台２－１８－９ TOMOS湘南台 1階 

管 理 者 蓑島 洋子 

事 業 者 株式会社オフィス エム 

代 表 者 代表取締役 田代 美加 

事業開始 日 2017年（平成 29年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 
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ブライトキッズ大鋸保育園 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  ブライトキッズ大鋸保育園 

所 在 地 藤沢市大鋸 3-3-27 

管 理 者 田中 真美 

事 業 者 有限会社 舞来人 

代 表 者 代表取締役 片寄 俊樹 

事業開始 日 2017年（平成 29年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 

 

 

 

 

 

 

さくらうみ保育園 鵠沼橘園 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  さくらうみ保育園 鵠沼橘園 

所 在 地 藤沢市鵠沼橘 1-3-8 グレイシャス K鵠沼 1階 

管 理 者 丸山 菜々子 

事 業 者 さくらうみ株式会社 

代 表 者 代表取締役 佐々木 真理絵 

事業開始 日 2017年（平成 29年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 
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キッズ大陸 mini辻堂園 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  キッズ大陸 mini辻堂園 

所 在 地 藤沢市辻堂神台 2-2-1 アイクロス湘南 1階 

管 理 者 前澤 まゆみ 

事 業 者 学校法人 三幸学園 

代 表 者 理事長 昼間 一彦 

事業開始 日 2017年（平成 29年）6月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

７月１１日（土）の職員配置において、職員の休憩

時間中に一部、保育士の複数配置を満たしていない

時間帯がありました。 

保育時間中は、すべての時間帯で配置基準を満たす

ようにしてください。 

基準条例 

第２９条第２項 

小規模認可基準

第１３条第２項 

改善確認済み 

（根拠規定略称） 

藤沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例･･･「基準条例」 

藤沢市小規模保育事業の認可に係る審査基準･･･「小規模認可基準」 

 

 

 

ニチイキッズ本鵠沼保育園 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  ニチイキッズ本鵠沼保育園 

所 在 地 藤沢市本鵠沼 4-7-9 クリエート湘南第 7 ﾋﾞﾙ 2F 

管 理 者 伊與田 容子 

事 業 者 株式会社ニチイ学館 

代 表 者 代表取締役社長 森 信介 

事業開始 日 2017年（平成 29年）7月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 
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大庭あにまる保育園 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  大庭あにまる保育園 

所 在 地 藤沢市大庭 5404-7 湘南エスパス 3階 

管 理 者 玉野 菜穂子 

事 業 者 株式会社了解 

代 表 者 代表取締役 玉野 菜穂子 

事業開始 日 2018年（平成 30年）4月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 

 

 

  

 

 

 

保育ルーム フロール 

指導監査種別 一般指導監査 

事 業 区 分  小規模保育事業 A型 

施 設 名 称  保育ルーム フロール 

所 在 地 藤沢市善行 7-6-10 タコマール齋１階 

管 理 者 鈴木 陽子 

事 業 者 一般社団法人 望英 

代 表 者 代表理事 鈴木 英樹 

事業開始 日 2019年（平成 31年）2月 1日 

文書指摘事項の内容 根 拠 規 定  改 善 状 況  

 

文書指摘なし 

 

 

 

 

 

 

 

以 上  


